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令和７年事故報告の集計結果について 

 
長岡市内の事業所から報告を受けた事故報告書について、令和７年１月から 12 月報告

分を以下目次のとおり集計しました。事故発生防止、安全対策など、日頃の業務の参考に

ご活用ください。   

また、３．事故報告に関しての注意事項・お願いも合わせてご確認ください。 

なお、表中に出てくるサービス分類（訪問系、通所系など）は下図のとおりです。 

 

 

〈目次〉               

１．発生件数 

 （１）事故種類別発生  

 （２）サービス分類別発生件数  

２．個別事項 

 （１）転倒事故の発生場所  

 （２）転倒事故の発生時間帯  

 （３）転倒事故の介護区分及び認知症自立度  

 （４）誤薬・与薬漏れ等の時間帯  

 （５）骨折の伴う事故  

３．事故報告に関しての注意事項・お願い  

 

 

〈サービス分類〉 

 

 

サービス分類

訪問系

小規模多機能型居宅介護

短期入所系

グループホーム

介護保険施設

特別養護老人ホーム

入居系
軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、地密特定施設（有料老人ホーム）
特定施設（有料該当のサ高住）、特定施設（有料老人ホーム）、養護老人ホーム

認知症対応型共同生活介護

介護医療院、介護老人保健施設

地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設

施設等種別

居宅介護支援事業所、訪問介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所系
地域密着型通所介護、通所介護
通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護

看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護

短期入所生活介護、短期入所療養介護

資料 No.１ 
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１．発生件数 

（１）事故種類別発生件数 

    １年間で報告のあった事故は 1,212 件でした。１か月平均 101 件、１日に換算す

ると平均 3.3 件の事故が発生しています。 

    事故種類別では「転倒」と「誤薬等」の発生件数が多くなっており、事故種別が「不

明」な事故も 112 件となっています。「不明」な事故の多くは、内出血の発見や痛み

の訴えにより原因が分からないが、負傷が確認されたケースです。「その他」は挟ん

だ、ぶつけたなどの負傷の他、行方不明、個人情報漏洩等によるものなどがありまし

た。 

〈事故種類別発生件数〉 

※令和７年より事故種類に「離設」を追加 

 

〈特に注意すべき事故〉 

死亡      →  22 件 

行方不明    →   2 件 

個人情報の漏洩 →  34 件 

  

転倒 誤薬・与薬もれ等 転落 誤嚥・窒息 医療処置関連 異食 離設 その他 不明

令和6年 361 340 62 19 7 1 73 93 1,105

令和7年 370 497 77 14 5 8 14 115 112 1,212

前年比 102% 146% 124% 74% 71% 800%  158% 120% 110%

合計
事故種類
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（２）サービス分類別発生件数 

   サービス分類別発生件数以下のとおりです。介護に係る時間の長い施設系サービスの

事故発生件数が多くなっています。 

   サービス分類別に事故種別の割合を見ると、訪問系と小規模多機能型居宅介護では

「誤薬等」が多く、そのほかでは「転倒」と「誤薬等」による割合が高くなりました。 

〈１事業所あたりの件数〉 

 

※（）内は令和６年の件数 

〈サービス分類別の各事故件数〉 

 

※その他は、誤嚥・窒息、医療処置関連、異食、離設など 

〈サービス分類別事故種類別発生割合〉 

 

 

サービス分類 事業所数 事故件数 １事業所あたり件数

訪問系 124 33（34) 0.27（0.27)

通所系 150 130（61) 0.87（0.4)

小規模多機能型居宅介護 15 31（28) 2.07（1.75)

短期入所系 37 101（110) 2.73（3.06)

入居系 45 211（148) 4.69（3.79)

グループホーム 31 97（106) 3.13（3.42)

介護保険施設 11 310（175) 28.18（15.91)

特別養護老人ホーム 31 299（294) 9.65（9.48)

合計 444 1212（956) 2.73（2.15)

サービス分類 転倒 誤薬・与薬もれ等 転落 その他 不明 合計

訪問系 4（0) 22（32) 1（0) 5（2) 1（0) 33（34)

通所系 36（23) 25（7) 6（2) 58（28) 5（1) 130（61)

小規模多機能型居宅介護 6（2) 20（22) 1（1) 4（3) 0（0) 31（28)

短期入所系 37（42) 42（43) 6（5) 14（11) 2（9) 101（110)

入居系 86（70) 70（47) 17（12) 20（8) 18（11) 211（148)

グループホーム 50（65) 28（22) 3（5) 6（4) 10（10) 97（106)

介護保険施設 59（58) 209（77) 10（10) 12（9) 20（21) 310（175)

特別養護老人ホーム 92（101) 81（90) 33（27) 37（35) 56（41) 299（294)

合計 370（361) 497（340) 77（62) 156（100) 112（93) 1212（956)

3.0％ 3.0％ 
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２．個別事項 

 事故報告の中でも特に多い「転倒」と「誤薬・与薬漏れ等」、状態として多い「骨折」

に関して以下のとおり集計しました。 

 

（１）転倒事故の発生場所 

   転倒事故の発生場所は以下のとおりです。「居室」と「食堂等共用部」が大半を占

めています。利用者が一人で移動・歩行している際の転倒が多く報告されていま

す。 

〈サービス分類別転倒事故発生場所〉 

 

※（）内は令和６年の件数 

〈転倒の発生場所〉 

  

  

サービス分類 居室（個室） 食堂等共用部 居室（多床室） 廊下 トイレ 浴室・脱衣室 その他 合計

訪問系 4（0) 0（0) 0（0) 0（0) 0（0) 0（0) 0（0) 4（0)

通所系 0（0) 10（7) 0（0) 4（3) 3（2) 5（1) 14（10) 36（23)

小規模多機能型居宅介護 2（1) 1（0) 0（0) 1（0) 2（0) 0（1) 0（0) 6（2)

短期入所系 9（13) 8（10) 13（12) 4（2) 3（4) 0（0) 0（1) 37（42)

入居系 62（52) 7（8) 0（0) 8（2) 2（2) 2（0) 5（6) 86（70)

グループホーム 24（40) 16（12) 0（0) 7（9) 1（3) 1（0) 1（1) 50（65)

介護保険施設 6（13) 15（10) 20（18) 8（8) 8（7) 1（1) 1（1) 59（58)

特別養護老人ホーム 37（24) 19（18) 18（35) 7（7) 9（13) 1（2) 1（2) 92（101)

合計 144（143) 76（65) 51（65) 39（31) 28（31) 10（5) 22（21) 370（361)
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（２）転倒事故の発生時間帯 

  転倒事故の発生時間帯は以下のとおりです。突出して事故の発生しやすい時間帯は

ありませんでした。時間帯が不明なものは、職員が転倒した場に遭遇しておらず、本

人もいつ、なぜ転倒したかはっきりとしないものなどが多くみられました。 

〈サービス分類別転倒事故発生時間帯〉 

 

※（）内は令和６年の件数 

〈転倒の発生時間帯〉 

 
〈転倒の発生時間帯（通所系・訪問系）〉 〈転倒の発生時間帯（通所系・訪問系以外）〉 

 

 

 

 

サービス分類 6:00～12:00 12:00～18:00 18:00～21:00 21:00～24:00 24:00～3:00 3:00～6:00 不明 合計

訪問系 0（0) 1（0) 0（0) 2（0) 0（0) 1（0) 0（0) 4（0)

通所系 14（12) 22（10) 0（0) 0（0) 0（0) 0（0) 0（1) 36（23)

小規模多機能型居宅介護 3（1) 2（0) 0（0) 0（1) 0（0) 1（0) 0（0) 6（2)

短期入所系 11（9) 10（15) 6（3) 2（5) 2（3) 6（7) 0（0) 37（42)

入居系 30（18) 17（16) 10（12) 8（5) 8（8) 11（6) 2（5) 86（70)

グループホーム 11（18) 15（12) 9（4) 3（9) 4（10) 6（11) 2（1) 50（65)

介護保険施設 17（17) 9（9) 13（10) 6（6) 8（6) 6（10) 0（0) 59（58)

特別養護老人ホーム 24（29) 22（22) 14（12) 10（7) 6（13) 16（15) 0（3) 92（101)

合計 110（104) 98（84) 52（41) 31（33) 28（40) 47（49) 4（10) 370（361)
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（３）転倒事故の介護区分及び認知症自立度 

〇転倒に係る介護区分別件数 

転倒事故の介護区分は以下のとおりです。「要介護３」が最も多くなっています。 

 前年比では「要支援１」の割合が最も多くなりました。 

〈転倒に係る介護区分別件数〉 

 

 

〇転倒に係る認知症自立度別件数 

転倒事故の介護区分は以下のとおりです。「Ⅱb」が最も多く、「Ⅲa」も多くなってい

ます。前年比では「M」の割合が最も多くなりました。 

〈転倒に係る認知症自立度別件数〉 

 

 

  

自立 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 職員 合計

令和６年 2 2 6 48 69 131 70 27 6 361

令和７年 5 7 11 52 66 132 66 25 6 370

前年比 250% 350% 183% 108% 96% 101% 94% 93% 100% 102%

Ⅰ Ⅱa Ⅱｂ Ⅲａ Ⅲｂ Ⅳ M 自立 職員 不明 合計

令和６年 22 34 92 97 44 49 2 6 11 4 361

令和７年 36 40 97 93 36 40 10 9 6 3 370

前年比 164% 118% 105% 96% 82% 82% 500% 150% 55% 75% 102%
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（４）誤薬・与薬漏れ等の時間帯 

  誤薬・与薬漏れ等の時間帯は以下のとおりです。誤薬では、他者の薬を内服したケ

ースや、重複して薬を内服したケースなどが多く発生しています。与薬漏れでは、利

用者が口から落としたと思われる薬の発見など、与薬漏れの時間帯が不明なものが多

く発生しています。 

〈誤薬の時間帯〉 

 

 

 

（５）骨折の伴う事故 

   骨折（疑いも含む）の伴う事故は以下のとおりです。事故原因では転倒が最も多

く発生しています。介助中の観察で内出血が見られたものや、利用者からの訴えで

発覚するなどの事故原因が不明なものも多く発生しています。その他ではぶつけ

た、挟んだといったケースが見られました。 

〈骨折等に係る事故種類〉 

 

 

不明 合計
令和６年 67 38 44 2 189 340
令和７年 94 58 57 3 285 497

転倒 転落 その他 不明 合計
令和６年 202 30 11 68 313
令和７年 200 31 11 73 315
前年比 99% 103% 100% 107% 101%
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３．事故報告に関しての注意事項・お願い 

事故報告の取扱いについて、国・県からの通知等の他、長岡市から令和３年４月 28 日

付け「高齢者施設等における事故等の報告について（依頼）」（長介第 528 号）のとおり

お願いをしているところです。第一報については事故発生後すみやかに（概ね５日以内

に）ご報告いただきたいところですが、一部の事業所等では大幅に期限を過ぎていたり、

ひと月分をまとめて提出するなど不適切な取扱いも見られます。このほか、記載内容が具

体的でないケースも見られます。市や県が各事業所等の状況を把握するためにも必要な業

務のため、適切かつ詳細に管理、報告をお願いいたします。また、事故報告書の提出が遅

れる場合や、報告の判断に迷う場合は、市の担当までご連絡ください。 
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令和７年度 介護給付適正化事業について 

 
 

ケアプラン点検をはじめ、実態に即したサービス提供であるか等の確認を行
いました。 
 真に必要とする過不足のないサービスの適正な提供と、持続可能な介護保険
制度の構築のため、今後も介護給付適正化事業の取組を継続していきますので、
下記の実施結果を確認いただき、ご理解とご協力をお願いします。 
 
 
１ ケアプランの点検 
 ◆目的 
   介護支援専門員の資質向上と利用者の自立を促す適切なケアプランによ

り給付が実施されることを支援します。 
 ◆実施内容 
   ケアプラン帳票提出及び居宅介護支援事業所への訪問、面談、書面によ

る協働点検等 
 ◆実施件数     

５事業所 
利用者６２件 

 ◆点検結果による主な通知事項 
・福祉用具貸与では、品目ごとに必要性を検証した上で居宅サービス計画

書の位置づけが必要です。福祉用具貸与・購入では十分な必要性を判断
せず算定した場合、利用者の自立支援を阻害する恐れがあるため、専門
職の意見を聴取し必要性を判断してください。 

・住宅改修の位置づけがある居宅サービス計画書では、施工業者との連携、
適切な判断、改修後の効果について確認しました。理由書作成時、長岡
市ホームページ「住宅改修事前確認リスト」が参考になります。 

 
 

２ 縦覧点検・医療情報との突合 
 ◆目的 
   国保連合会へ委託し、連携及び情報共有を行うことにより、効率的に過

誤調整の勧奨並びに適正な報酬算定について周知します。 
◆実施内容 

   介護サービス事業所へ送付された「各確認兼介護給付費過誤申立書」（国
保連合会への委託）の受付管理と内容確認               
【委託分】 

  ・縦覧点検    …複数月にまたがる請求明細書の内容を確認し、提供
されたサービスの整合性の点検 

  ・医療情報との突合…入院情報等と介護保険の給付情報を突合し、二重請
求の有無を確認 

  【管理件数（委託分）】 
  ・縦覧点検 １０，０００件（見込み） ・医療突合 ３50 件（見込み） 

  

 
 
 
 
 
 

資料№２ 
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３ 住宅改修の点検 
 ◆目的 
   リハビリテーション専門職が住宅改修の申請内容について確認を行って

います。 
特に適正な施工を促進するため、提出書類や写真だけでは現状が把握しに

くいケース、新しい素材や、過去に類を見ない工事内容があったケースを対
象に現地確認を行います。 

 ◆実施内容 
   工事施工前もしくは施工後に利用者宅を訪問し、住宅改修の必要性及び

効果、施工状況が適正であるか等の確認 
 ◆現地確認実施件数 
   ７件（見込み） 
 ◆実施結果 
 ・入院中で、予め改修が必要となったケースで、居宅で動作確認が実施でき

なかったため、退院後の利用者の身体機能や生活状況に適しているかを確認 
・壁の端に付けたブラケットから 15cm ほど空間に突出した手すりについて、

必要性と安全性について工事後に確認し、妥当性を判断 
 
 
４ 給付費通知 
 ◆目的 
   ショートステイは連続利用は 30 日までと制限されている中で、30 日を

超える長期利用しているケースが見受けられるため、長期利用対象者に通
知し、介護保険サービスの適正な利用の検討を勧奨します。 

 ◆実施内容 
   ショートステイを 60 日を超える長期利用している利用者とそのケアプ

ランを作成している居宅介護支援事業所等に送付 
 ◆送付件数 
   対象者 1３名 
   対象居宅介護支援事業所 1０事業所 
 
 
５ 福祉用具購入・貸与（軽度者に係る福祉用具）の点検 
 ◆目的 
   福祉用具の必要性の判断が明確であるか、居宅において使用される用具

であるか等を確認 
 ◆実施内容 
   提出書類やサービス利用状況からの必要性を確認し、必要に応じて事業

所等へ聞き取りを行います。 
 ◆実施結果 
   福祉用具購入費支給申請書および軽度者に係る福祉用具貸与申請書の全

件について書類確認等を行う。 
 

※ 軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて（フロー図）別紙参照 
 
 

 
 
 
 
 

担 当：介護保険課 給付係 

電 話：（０２５８）３９－２２４５

ＦＡＸ：（０２５８）３９－２２７８

メール：kaigo@city.nagaoka.lg.jp 
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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(フロー図)

手すり スロープ 歩行器
歩行補助

つえ

ＹＥＳ

  NO

Ⅰ）

Ⅱ）

Ⅲ）

算定不可

別表

認知症老人徘
徊感知機器

移動用
リフト

自動排泄
処理装置

添
付
書
類

① 主治医意見書、介護支援専門員医師所見聴取書、担当医診断書のいずれか
　　※上記Ⅰ）～Ⅲ)に該当している事が明記されているもの

② サービス担当者会議等を通じて出された報告書
  「サービス担当者介護の要点(第４表)」
　（「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」を含む）

別紙

給 付 要 件

「厚生労働大臣が定める者のイ」(下記別表)に対応する基本調査の結果に該当
すること ※市への確認手続き不要

★「軽度者にかかる福祉用具貸与費算定に関する届出書」の提出

ＮＯ

Ⅰ)、Ⅱ)、Ⅲ)のいずれかに該当し、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより
福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている。

車いす及び
車いす付属品

特殊寝台及び
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具
及び体位変換器

給付要件：なし→保険給付可能

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に
第95号告示第25号のイに該当する者
  （例　パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象）

疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第95号告示第25号のイに
該当するに至ることが確実に見込まれる者
　（例　がん末期の急速な状態悪化）

疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断か
ら第95号告示第25号のイに該当すると判断できる者
（例　ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

※市への確認手続きが必要 ＹＥＳ

給付可

給付不可

給付可

対象外種目 貸与が認められる場合 可否の判断基準

(1)日常的に歩行が困難な者 基本調査1-7：歩行「3.できない」

(2)日常生活範囲における移動の支援が特
に必要と認められる者

ケアマネジメントを通じ指定介護予防支援事業
者・指定居宅介護支援事業者が判断

(1)日常的に起き上がりが困難な者 基本調査1-4：起き上がり「3.できない」

(2)日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3：寝返り「3.できない」

床ずれ防止用具および体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3：寝返り「3.できない」

(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理
解のいずれかに支障がある者

基本調査3-1：意思の伝達
「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外
または、3-2～3-7：記憶・理解のいずれか
「2.できない」
または、3-8～4-15：問題行動のいずれか
「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状
がある旨記載されている場合も含む

(2)移動において全介助を必要としない者 基本調査2-2：移動「4.全介助」以外

(1)日常的に立ち上がりが困難な者
基本調査1-8：立ち上がり「3.できない」

(2)移乗が一部介助または全介助を必要と
する者

基本調査2-1：移乗「3.一部介助」または「4.全介
助」

(3)生活環境において段差の解消が必要と
認められる者

ケアマネジメントを通じ指定介護予防支援事業
者・指定居宅介護支援事業者が判断

(1)排便が全介助を必要とする者 基本調査2-6：排便「4.全介助」

(2)移乗が全介助を必要とする者 基本調査2-1：移乗「4.全介助」

自動排泄処理装置
(1)(2)のいずれにも該当する者

車いすおよび車いす付属品
(1)(2)のいずれかに該当する者

特殊寝台および特殊寝台付属品
(1)(2)のいずれかに該当する者

認知症老人徘徊感知器
(1)(2)のいずれにも該当する者

移動用リフト（つり具の部分を除く）
(1)(2)(3)のいずれかに該当する者
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介護相談員派遣事業について 

 

～介護相談員派遣事業とは～ 

長岡市に登録された介護相談員が、利用者の疑問や不満、不安を受け付け、サー

ビス提供事業所や行政に橋渡ししながら、問題の改善や介護サービスの質の向上や

利用者の自立した日常生活の実現を図ることを目指すものです。 

平成１３年度から実施しており、令和３年度から介護保険サービス提供以外の有

料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も介護相談員派遣先の対象施設として

います。 

 

～令和８年度の活動について～ 

1 か所の施設(事業所等)について月 2 回程度の頻回訪問を数か月～半年、または

通年で行います。 

令和８年度は 4１か所の施設（事業所等）を訪問先として選定して活動します。 

 

～介護相談員だより～ 

令和７年度の訪問状況をまとめましたので、別紙介護相談員だよりを御覧ください。 

 

～サービス提供事業者のメリットは？～ 

介護相談員派遣等事業は、地域支援事業（任意事業）のメニューのひとつです。

居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスでは指定基準（厚生労働省令）

において、介護相談員を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めるこ

とが義務づけられています。 

施設など事業者にとって、介護相談員を通して利用者の日常の声を聞くことは、

提供するサービスの改善点を探る重要な手がかりになり、サービスの質的な向上に

つながります。 

 

     

 

 

 

資料Ｎｏ.３ 

担 当：介護保険課 給付係 

電 話：（０２５８）３９－２２４５ 

ＦＡＸ：（０２５８）３９－２２７８ 

メール：kaigo@city.nagaoka.lg.jp 
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940- 8501 1 4 10 

TEL:0258- 39- 2245 
FAX:0258- 39- 2278 
E- mail:kaigo@city.nagaoka.lg.jp 
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介護保険事業に係る留意点について 

 

① 介護保険に関連した世帯分離の届出について 

サービス利用者のご家族から「同居していても、住民票上の世帯分離をすれ

ば負担限度額認定が受けられると、事業所・ケアマネージャーから聞いた」な

ど、世帯分離についてお問合せを受けることがあります。 

住民票上の「世帯」とは、「居住及び生計をともにする者の集まり、又は単

独で居住し、生計を維持する者」と定義されており、世帯分離を含む住民異動

に関する届出は居住実態に即したものでなければなりません。 

介護保険料や介護保険サービス利用料を軽減する目的、特に負担限度額認定

の要件を満たすため、居住実態に即していない虚偽の世帯分離の届出を行った

場合は、過料に処される可能性があります。世帯分離について、利用者（家族）

に誤った案内をしないよう注意してください。 

 

② 過誤処理による高額介護サービス費への影響について 

介護保険サービス事業所が過誤処理を行ったことで、保険者（市町村）が被

保険者に支給している高額介護サービス費（１か月当たりの介護サービス費用

の利用者負担額が定められた上限額を超えた分を払い戻すもの）に影響が出る

場合があります。 

過誤処理を行い、利用者負担額を利用者に返還した際は、利用者に保険者か

ら高額介護サービス費の返還を求める場合があることを説明してください。 

 

③ 特別養護老人ホーム入所者への待機辞退の取扱いについて 

長岡市では特別養護老人ホームの真の待機者を把握するため、別紙１の周知

文書「入所申込した他の施設への辞退の連絡について」を作成し、特別養護老

人ホーム、居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターへ勧奨をお願いして

います。各事業所の皆様からも利用者等から相談があった際には支援に御協力

いただきますようお願いいたします。 

また、長岡市では定期的に待機者の調査を行っているところですが、「待機

者・家族等と連絡がつかない」、「他の特別養護老人ホームへの入所している」

など、真に入所が必要な方を把握できていない状況が見受けられます。各施設

におかれましては、定期的に待機者の整理、見直しを実施し、職権で待機者名

簿から削除するなど、適切に管理いただくようお願いいたします。 

 

 

資料 No.４ 
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④ 住所地特例施設や地域密着型サービス利用者の住所の異動について 

住所地特例対象施設へ他市町村から転入して入居する際に、居住実態がない

にもかかわらず長岡市内の親族等の住宅に住所を異動した場合、住所地特例の

対象となりません。住所地特例は施設所在地の財政負担が集中するのを防ぐた

めの制度であり、他市町村に住所を有する方が長岡市内の住所地特例対象施設

に入居する場合は、入居前に住所のあった市町村が保険者となります。他市町

村からの入居者を受け入れる際には、利用者等に施設から住所地特例について

の説明をお願いします。 

また、長岡市内の地域密着型サービス利用のため、他市町村からグループホ

ームや長岡市内の親族宅等へ住所異動を行った事例が発生し、不適切な事例と

して注意したケースがあります。長岡市内の地域密着型サービスを利用できる

のは「長岡市に住所を有する住民のみ」です。利用希望者が地域密着型サービ

スの利用を目的として、他市町村から住所を異動していないかなど、十分に確

認をしてください。 

 

⑤ 負担限度額認定に関する変更点等について 

令和８年８月から、負担限度額認定における年金収入等の要件、食費の基準

費用額、負担限度額において、別紙２のとおり変更が予定されています。これ

に伴い、申請書類の変更を予定していますのでご承知おきください。 

また、高額介護（予防）サービス費についても、年金収入等 80.9 万円の基

準が 82.65 万円に変更となる予定です。 

 

⑥ 福祉用具購入費支給申請等における相続人が申請者となる場合について 

  福祉用具購入費、住宅改修費及び高額介護サービス費の各支給申請にあた

り、被保険者の死亡により、相続人代表が申請者となる場合、申請者名の記載

が自署でない場合は、押印が必要となりますので、間違いのないようご案内く

ださい。 

 

⑦ 地方公共団体情報システムの標準化等について 

  地方公共団体情報システムの標準化について、長岡市では令和７年秋頃ま

でに移行する予定でしたが延期となっています。また、介護情報基盤の運用に

ついては標準化対応後となる予定です。移行時期については決まり次第改め

てお知らせします。 

 

 

担当：介護保険課  

TEL：（０２５８）３９－２２４５ 

FAX：（０２５８）３９－２２７８ 
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特別養護老人ホームへ入所されている皆さま及び御家族様へ 

 

入所申込した他の施設への辞退の連絡について 

 

過去に複数の特別養護老人ホームへの入所申込を行い、現在、特別養護老人ホ

ームへ入所中又は入所が決定し、他の特別養護老人ホームへの入所を希望しな

くなった場合には、入所申込をした他の特別養護老人ホームへ入所希望の辞退

を申し出てください。 

施設入所が決定しても、他の特別養護老人ホームの申し込み（待機）は継続し

ています。 

施設が適正に入所申込者の把握を行えるよう、御協力をお願いいたします。 

 

～入所申込を辞退する施設への連絡方法～ 

裏面「特別養護老人ホーム一覧」により、過去に入所の申し込みをした特別養

護老人ホームへ電話で連絡をしてください。 

 

 

御不明な点につきましては、長岡市介護保険課給付係 

（０２５８－３９－２２４５）まで、お問い合わせください。 

  

別紙１
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令和８年３月 1 日現在 

 

 

施設名 郵便番号 所在地 電話番号

940-0878 25-1122

特別養護老人ホームあおりの里 949-7513 89-4880

940-0007 25-6110

特別養護老人ホームいずみ苑 940-0234 53-2211

特別養護老人ホームおごしの里 949-5331 95-3110

特別養護老人ホームかつぼ園 940-0803 44-8338

特別養護老人ホーム桐原の郷 959-0152 0256-97-5000

特別養護老人ホーム岡南の郷 940-1132 23-7511

特別養護老人ホームこしじの里 949-5416 41-0801

特別養護老人ホームこぶし園 940-2121 20-5170

特別養護老人ホームサクラーレ福住 940-0034 35-5590

特別養護老人ホームサンホーム 940-0203 52-0151

特別養護老人ホーム縄文の杜関原 940-2035 21-5055

特別養護老人ホーム中之島 954-0124 61-2828

特別養護老人ホームはるか 940-0841 38-0850

特別養護老人ホーム槇山けやき苑 940-2002 29-2500

特別養護老人ホームまちだ園 940-1111 39-3927

特別養護老人ホームみしま園 940-2301 42-3131

特別養護老人ホームわらび園 949-5406 41-3150

てまり特別養護老人ホーム 940-0137 51-5005

特別養護老人ホーム小国あいあい 949-5335 95-5172

特別養護老人ホーム川崎 940-0864 39-1008

特別養護老人ホーム摂田屋 940-1105 39-1510

特別養護老人ホーム千手 940-0087 31-3263

特別養護老人ホーム千秋 940-2108 28-8820

特別養護老人ホーム花の里かつぼ 940-0804 44-8742

特別養護老人ホームはるか高町 940-0824 38-7151

特別養護老人ホーム福住 940-0034 31-3281

特別養護老人ホーム美沢 940-0856 30-1733

特別養護老人ホームみやざわ苑 940-0233 52-2500

特別養護老人ホームわしま 949-4511 89-8560
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住宅改修費申請等に係る留意点について 

 

 

住宅改修は、利用者一人一人の生活の改善、または行動範囲が拡大されているか

を確認しています。申請については、令和６年１月 11 日付けの通知に、理由書や

間取りの記載例などがありますので、参考にしてください。添付書類の不足・不備

により、事前確認や支給決定に時間を要すことがないよう、「住宅改修 提出前確

認リスト」を確認のうえ、書類の提出をお願いします。 

利用者にとって安全で、自立支援につながる生活が送れるように、改修内容の検

討をお願いします。 

これまでにあった注意すべき事例を以下のとおりまとめましたので、書類作成の

参考にしてください。 

 

給付対象外となった事例 

・改修工事後の動作確認未実施 

（例）改修工事の着工直前に利用者が入院したが、改修工事を施工し、動作確

認を行わずに支給申請書を提出した。 

 

申請内容に疑義が生じ、給付に時間を要した事例      

  ・利用者の身体状況から、安全性が確認できない  

（例）歩行器での段差昇降が困難なためスロープを設置したいが、傾斜角度が 

不明 

・手すりの必要性が、理由書からは確認できない 

（例）両側に手すりを設置したいが、動線や使用方法の記載がない 

 

迅速な改修につながった事例 

理由書に下記内容が明記されている 

・利用者の心身の状況や生活習慣を確認し、動線と動作を検証していた 

・一つ一つの改修が、利用者にとって必要であることを検証していた 

・改修による行動、生活の拡大や変化が明確であった 

 

 

 

 

 

担 当：介護保険課 給付係 

電 話：（０２５８）３９－２２４５ 

ＦＡＸ：（０２５８）３９－２２７８ 

メール：kaigo@city.nagaoka.lg.jp 

 

資料 No.５
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申請書

No チェック

1

2

3

4

5

6

7

8

No チェック

1

2

3

4

5

6

住宅改修　提出前確認リスト

　申請書類がそろっているか確認をお願いします。
　【事前確認申請】
　　申請書、理由書、見積書、間取り図、写真、承諾書（所有者が本人以外の場合）
　【支給申請】
　　申請書、領収書（原本）、内訳書、写真

【償還払い】入院・入所中で、退院・退所の目途が立たない場合、給付ができず実費になる可能
性を本人・家族に説明しているか。

氏名・住所・生年月日を被保険者証で確認しているか。
（認定申請中の場合は、医療保険証・マイナ保険証・資格確認書等で確認すること）

申請書様式は最新のものを使用しているか。

本人・家族の希望だけでなく、利用者の自立支援に資する改修となるよう、施工事業者、ケアマ
ネジャー、必要に応じて専門職（リハビリ関係者、福祉用具事業者）と連携し、改修内容を検討
しているか。

確認項目

必要な改修について、施工業者だけでなく、ケアマネジャーと検証したうえで理由書を作成して
いるか。

退院、退所前であっても、改修予定の住宅で動作・動線を確認しているか。またリハビリテー
ション職が同席した場合は、その旨、記載しているか。

段差の解消の場合、本人に必要な動線幅の数値と判断理由を、スロープでは傾斜角度と長さの数
値も理由書に明記しているか。

○事前確認申請

【償還払い】要介護認定申請中（新規・区分変更）で、認定結果が自立になった場合、給付がで
きず実費になる可能性を本人・家族に説明しているか。

【受領委任払い】認定申請中ではないか。入院中・入所中でないか。

確認項目

○提出する前に

保険証の住所と竣工する住宅住所が一致しているか。

着工日を申請日より10日以降としているか。（審査期間は概ね10日から２週間）

事前確認後に入院・入所した場合、支給対象とできない可能性があることを本人・家族に説明し
ているか。

理由書

建物等の老朽化による工事が含まれていないか。

将来を見据えた本人の身体状況の悪化に備えるための工事が含まれていないか。
例：現在、歩行しているが、将来、車椅子の使用を見込みスロープ設置
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No チェック

1

2

3

No チェック

1

No チェック

1

2

3

4

5

6

7

○その他留意点

単価×数量の計算に誤りがないか。

値引きをする場合、消費税を出す前に値引きしているか。

段差の解消の場合、段差の高さが分かるようにメジャーを当てて撮影しているか。

床材変更の場合、物やゴザを撤去した写真を撮っているか。（工事前に写真を撮り、支給申請の
際に提出すること）

本人の動線を記載しているか。

宛名・住所・日付に誤りがないか。

明るさや角度等、施工前の状況がはっきり分かるように撮影、印刷されているか。

撮影日が記載されているか。

手すりや踏み台等の設置位置を線等で示しているか。
（現状を把握できるように、太い線を使わず、枠線で囲う場合も塗りつぶさないこと）

手すり設置場所は拡大した写真だけでなく、改修する場所の全体が映っているか。

同一場所を追加で改修する際には、以前に行った改修内容を記載しているか。

見積書

間取り図

写真

確認項目

確認項目

確認項目

・工事が給付の対象になるか判断に迷う場合は必ず事前に相談してください。なお、窓口に来庁される
   場合は、事前に介護保険課給付係に連絡をしてください。
・理由書には、困っていること・改善したいこと、改修箇所を具体的に記載してください。
・床材変更の場合、床材のカタログ等を提出してください。
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No チェック

1

2

3

4

5

6

7

8

No チェック

1

2

No チェック

1

○その他留意点

・事前確認後、改修工事の前に入院・入所した場合は、直ちに担当ケアマネジャーに連絡してください。
　ケアマネジャーから介護保険課へ連絡をいただき、内容を確認します。

内訳書

材料の軽微な変更（例：ブラケットの数量変更等）があった場合は、内訳書に変更内容がわかる
ように記載しているか。（使用しなかった材料についても、内容を残し金額は0円）

確認項目

確認項目

申請書

・工事内容に変更が生じた際は、直ちに担当ケアマネジャーに連絡してください。ケアマネジャーから
　介護保険課へ連絡いただき、変更内容を確認します。連絡がない場合、支給できない可能性がありま
　す。

○支給申請

事前申請の際に要介護認定（新規・更新・区分変更）申請中だった場合は、支給に係る対象期間
の認定が確定しているか。（確定してから提出すること）

口座情報の、ふりがな・口座番号等に誤りがないか。金融機関名及び支店名は最新の情報を記載
しているか。

宛名は被保険者の氏名になっているか。

領収書

金額が合っているか。（償還払いの場合は、工事費の総額。受領委任払いの場合は、工事費の総
額から保険給付分を差し引いた金額）

申請者欄、受領委任状の委任者欄は、被保険者本人の住所、氏名を記入しているか。（工事完了
から支給申請書提出までの間に死亡された場合は親族が申請者となる）

受領委任状の受任者欄及び口座欄は、受領委任の届出とおりに記入しているか。（施工業者の住
所、事業所名、役職名、代表者名及び口座番号）

確認項目

事前申請の際に入院していた場合は、退院日を支給申請書余白に記載しているか。

改修費用は工事費用の総額を記載しているか。

改修工事施工後に、利用者の動作確認を行っているか。

申請書様式は最新のものを使用しているか。

25



令和６年１月１１日 

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請 

にかかる留意事項について 
 

 

１ 目的 

介護給付適正化事業の１つである「住宅改修の点検」を重点的に取り組むため、長

岡市では、令和５年６月から理学療法士等のリハビリテーション専門職が住宅改修の

内容について点検をしています。 

利用者の自立支援に資する改修内容であるかといった観点から点検を行うため、利

用者の生活環境、動作等を確認する必要があります。 

つきましては、以下の事項を確認のうえ、適切な書類の提出をお願いします。 

 

 

２  追 加 す る 提 出 物  

  間取り図（必須） 

生活動線把握のため、利用者の動線を記載した間取り図（手書きなど簡易なもの

で可）の提出をしてください。 

※介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費事前確認申請書の様式を変更しまし

たので、最新の様式を使用してください。 

 

 

３  理 由 書  

・必要な改修について、施工業者だけでなく、ケアマネジャーと検証したうえで理 

由書を作成してください。 

・理由書 P2 について、改修が必要な理由を具体的に記載してください。 

②具体的な困難な状況 ③改修の方針 の順で具体的に記載してください。 

例 ②けがや病気により○○動作が□□な状況となり、妻の介助が必要になった。 

③この部屋のこの場所に、手すりや段差解消をすることによって、困難であ

った○○動作が□□な方法となり、見守りで行えるようになる、屋内移動

が見守りとなることで日課が再び行えるようになる。 

  ・理由書に不明点がある場合は、理由書作成者に内容を確認します。 

  ・退院、退所前であっても、住宅で本人の動作・動線を現地確認後、理由書を作成 

してください。またリハビリテーション職が同席した場合は、その旨、記載して 

ください。 

  ・段差の解消や床材の変更の場合、利用者に必要な動線幅のみが対象です。必要幅

の数値とその必要幅の判断理由を理由書に明記してください。 

例 通行する車椅子幅が〇cm であり、車椅子の後方から一人介助でスロープを

通行するため○○cm の幅が必要となる。スロープの長さは〇cm、〇度の傾

斜となる。 

参考資料 
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  ・建物等の老朽化のため必要となる工事は対象になりません。 

  ・将来を見据えた利用者の身体状況の悪化に備えるための工事は対象になりませ

ん。 

例：現在、歩行しているが、将来、車椅子の使用を見込みスロープ設置 

 

 

４  写真 

  ・手すり設置場所は拡大した写真だけでなく、改修する場所の全体を映した写 

真を添付してください。 

  ・同一場所を追加で改修する際には、以前に行った改修内容を記載してください。 

 

 

５  そ の 他  
  ・事前確認の審査期間は概ね 1 週間～10 日でしたが、専門職による点検を行うた

め、審査期間は 10 日～14 日となります。 
今まで以上に着工期間に余裕を持って申請をお願いします。 

  ・介護保険の住宅改修においては、利用者の在宅生活の柱となるものです。 
利用者・家族の希望だけでなく、利用者の自立支援に資する改修となるよう、施

工事業者、ケアマネジャー、必要に応じて専門職（リハビリ関係者、福祉用具事

業者）と連携し、改修内容を検討してください。 
・工事内容に変更が生じた際は、直ちに担当ケアマネジャーに連絡してください。

ケアマネジャーから介護保険課へ連絡いただき、変更内容を確認します。 
 

 

担当：介護保険課 給付係 

TEL：（０２５８）３９－２２４５ 

FAX：（０２５８）３９－２２７８ 
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間取り図 作成例

収納

洗面脱衣 浴室

手すり設置箇所
玄関

台所

居間

本人の動線

押入

寝室兼居室

トイレ

参考資料
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介護保険要介護認定等に係る留意点について 

 

 

① 介護保険［認定・更新認定・区分変更認定］申請書の様式変更について 

国が整備を進めている介護情報基盤への対応に伴い、令和８年４月１日か

ら申請書の同意欄が変更になります。介護情報基盤を利用した情報提供を行

うことへの同意（包括同意）となりますので、令和８年４月１日以降は新様

式の申請書を使用してください。 

旧様式での申請の場合は、差替えまたは別途同意書（包括同意）の提出を

お願いいたします。   

新しい申請書及び記入例は、資料 7 のとおりです。 

※介護情報基盤とは：利用者の介護サービス利用に関する情報をひとつに集

約し、利用者の同意に基づいて介護サービス提供に関わる関係者の間で共

有する仕組みです。 

※長岡市の利用開始日は未定です。決まり次第お知らせいたします。 

 

② 令和８年度介護保険更新認定申請の受付開始日について 

令和８年度の更新認定申請の受付開始日は資料 8 のとおりです。 

 

③  「なるほど！介護保険」の変更点について 

「なるほど！介護保険」のパンフレットについて、４月からの変更点をまと

めましたので、資料９を現在のパンフレット（令和７年６月版）に挟み込ん

で使用してください。 

なお、令和 8 年度版は８月頃配布予定です。 

  

④ 転入時の要介護（要支援）認定について 

住所異動前の市町村で要介護（要支援）認定を受けていた場合、転入日か

ら 14 日以内に要介護（要支援）認定の申請をすることで、前の市町村で受

けていた介護度等を引き継ぐことができます。ただし、転入日から 14 日を

過ぎると前の市町村の介護度等を引き継ぐことができず、認定のない期間の

サービスに係る費用については介護保険の対象とはなりません。 

サービス利用者が住所異動をされる際にはご注意ください。 

 
 

 

 
担当：介護保険課 認定係 

TEL：（０２５８）３９－２２４５ 

FAX：（０２５８）３９－２２７８ 

資料 No.６ 
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被

保

険

者 

別記第１号様式 

介護保険 認定・更新認定・区分変更認定 申請書 

  長岡市長 様 

 次のとおり被保険者証を添付の上、申請します。 
申 請 年 月 日   年  月  日 

申請者 

氏 名   本人との関係
□ 本人  □ 代理人 

□ 家族（続柄        ）

住 所 

 ※申請者が被保険者本人の場合、申請者住所・電話番号は記載不要 

 

電話番号           

提 出 代 行 者

住所及び名称 

該当に○ 地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設 

介護老人保健施設・介護医療院・その他 

 

 

電話番号           
 

 

被 保 険 者 番 号     個人番号        

医
療
保
険 

保 険 者 名 
□新潟県後期高齢者医療広域連合 

□長岡市（国民健康保険加入の方） 

□その他（                    ）
保険者番号        

被 保 険 者   
記 号 ・ 番 号 

記 号  番 号  枝 番  

フ リ ガ ナ   生年月日 大・昭   年  月  日

氏 名   性 別 男 ・ 女 

住 所 
 

電話番号           

現在の要

介護状態

区分等 

更新認定申請

及び区分変更

認定申請の場

合のみ記入 

要介護状態区分 １  ２  ３  ４  ５   要支援状態区分 １  ２ 

有効期間     年  月  日 から     年  月  日まで 

14日以内に他

自治体から転

入した者のみ

記入 

転出元自治体（市町村）名[               ] 

現在、転出元自治体に要介護・要支援認定を申請中ですか。 

（既に認定結果通知を受け取っている場合は、「いいえ」を選択してください。） はい・いいえ 

「はい」の場合、申請日    年   月   日 

区分変更認定申請の理由 
（区分変更認定申請のみ記入） 

 

介護保険施設又はその他
施設の入院・入所の有無 

（短期入所を除く。） 

 

【名称】              【退院(所)・転院予定】 

無 ・有 (  月  日)
 

主 治 医 

医 療 機 関 名   主治医の氏名   

所 在 地 
 

電話番号           

 ２号被保険者（40歳から64歳までの医療保険加入者）のみ記入 

特 定 疾 病 名   

 介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定に係
る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、主治医意見書、長岡市が提供を受けた介護サービス計画及び
介護予防サービス計画並びに居宅サービス事業者又は介護保険施設の関係人が取得した心身の状況等の情報を、長
岡市から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保
険施設、介護予防支援事業者、介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者の関係人、介
護予防・日常生活支援総合事業を行う者、主治医意見書に係る医師又は認定調査に従事した調査員に提示する（地
域支援事業として介護情報基盤経由で電子的に行う場合を含む。）こと及び本申請における記載事項を確認するた
め長岡市が保有する公簿で医療保険被保険者番号等を確認することに同意します。 

 本人氏名                代筆者氏名              続柄         

無 ・ 有 (医療機関・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・その他) 

資料No.７ 
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令和８年度 介護保険更新認定申請 受付開始日 

 

有効期間終了日 申請受付開始日 

令和８年 ５月末 令和８年 ４月１日 

令和８年 ６月末 令和８年 ５月１日 

令和８年 ７月末 令和８年 ６月１日 

令和８年 ８月末 令和８年 ７月２日 

令和８年 ９月末 令和８年 ８月１日 

令和８年１０月末 令和８年 ９月１日 

令和８年１１月末 令和８年１０月１日 

令和８年１２月末 令和８年１１月１日 

令和９年 １月末 令和８年１２月２日 

令和９年 ２月末 令和８年１２月３０日 

令和９年 ３月末 令和９年 １月３０日 

令和９年 ４月末 令和９年 ３月１日 

※申請受付開始日は、有効期間終了日前日を１日目として暦を遡って６０日目

の日です。 

資料 No.８ 

32



令和８年４月現在 

 

 
『なるほど！介護保険』（令和７年６月発行）の内容が一部変更となりましたので、

読み替えてご対応くださいますようお願いいたします。 

 

6・8・12・13 ページ 

●事業名称 

変更前 変更後 

介護予防・生活支援サービス事業 サービス・活動事業 

 

7 ページ 

●要介護認定の申請をします 

申請に必要なもの 

変更前 変更後 

医療保険加入情報がわかるもの 

（有効期限内の健康保険の保険証や資格

確認書など） 

医療保険加入情報がわかるもの 

（資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ

ポータルの資格画面の写しなど） 

 

14 ページ 

●くらし元気アップ事業 

変更前 変更後 

※負担割合に応じた金額になります。 
※報酬改定により変更となる場合があります。 

※負担割合に応じた金額になります。 

 

24 ページ 

●第９期（令和６年度～令和８年度）の保険料 

保険料段階区分（第１、第２、第４、第５段階） 

変更前 変更後 

合計額が 80 万 9千円 合計額が 826,500 円 

 

保険料段階区分の欄外の２つ目の※印 

変更前 変更後 

判定します。 

判定します。なお、介護保険法施行令附則第

24 条及び第 25条の規定適用後のものであり、

個人住民税における課税区分や合計所得金額

とは異なる場合があります。 

「なるほど！介護保険」の変更点について

資料 No.９ 
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令和８年４月現在 

27 ページ 

長岡市社会福祉協議会の連絡先 

変更前 変更後 

越路支所 TEL 92-4656 越路支所 TEL 94-4617 

和島支所 TEL 74-2911 和島支所 TEL 84-7135 

 

28 ページ 

●長岡市 担当課連絡先 

変更前 変更後 

中之島支所 地域振興・市民生活課 

FAX 61-2030 

中之島支所 地域振興・市民生活課 

FAX 66-2238 

与板支所 地域振興・市民生活課 

TEL 72-3190 

FAX 41-5787 

与板支所 地域振興・市民生活課 

TEL 44-0063 

FAX 72-3331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

                           長岡市介護保険課 認定係 

                           電話：０２５８－３９－２２４５ 
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